
◎
北
方
領
土
問
題
等
の
解
決
の
促
進
の
た
め

の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律

（
平
成
二
一
年
七
月
一
〇
日
法
律
第
七
五
号
）（
衆
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
一
年
六
月
一
一
日
・
衆
議
院
本
会
議
）

○
前
原
誠
司
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
申
し
上
げ
ま
す
。
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次
に
、
北
方
領
土
問
題
等
の
解
決
の
促
進
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
提
案
の
趣
旨
及
び

そ
の
主
な
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
北
方
領
土
が
、
旧
ソ
連
に
不
法
に
占
拠
さ

れ
て
か
ら
今
日
ま
で
、
六
十
有
余
年
の
歳
月
が
経
過
い
た
し
ま
し
た
。
こ

れ
ま
で
、
政
府
に
よ
る
北
方
領
土
返
還
交
渉
を
初
め
、
北
方
領
土
の
返
還

実
現
に
向
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、

い
ま
だ
領
土
問
題
は
解
決
に
至
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

こ
の
間
、
北
方
領
土
へ
の
墓
参
に
加
え
、
い
わ
ゆ
る
ビ
ザ
な
し
交
流
と

呼
ば
れ
る
四
島
交
流
や
自
由
訪
問
が
そ
れ
ぞ
れ
開
始
さ
れ
、
交
流
等
事
業

が
定
着
し
た
一
方
、
元
島
民
の
高
齢
化
や
北
方
領
土
返
還
運
動
参
加
者
の

減
少
傾
向
と
い
っ
た
経
年
に
よ
る
変
化
、
北
方
領
土
隣
接
地
域
に
お
け
る

活
力
の
低
下
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

本
案
は
、
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
、
所
要
の
改
正
を
行
お

う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
、
法
律
の
目
的
に
、
北
方
領
土
が

「
我
が
国
固
有
の
領
土
」
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
こ
と
を
初
め
、
北
方

地
域
元
居
住
者
の
定
義
の
見
直
し
、
交
流
等
事
業
の
推
進
、
返
還
運
動
の

後
継
者
の
育
成
、
特
別
の
助
成
の
見
直
し
、
北
方
地
域
の
領
海
に
お
け
る

漁
業
者
の
操
業
の
円
滑
な
実
施
の
確
保
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

本
案
は
、
本
日
の
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
お
き

ま
し
て
、
内
閣
の
意
見
を
聴
取
し
た
後
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
委
員
会
提

出
の
法
律
案
と
す
る
こ
と
に
決
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
議
員
各
位
の
御
賛
同
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
参
議
院
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
長
報

告（
平
成
二
一
年
七
月
三
日
）

○
市
川
一
朗
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

北
方
領
土
問
題
等
の
解
決
の
促
進
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
九
一
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次
に
、
北
方
領
土
問
題
等
の
解
決
の
促
進
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
北
方
領
土
問
題
が
未
解
決
な
こ

と
に
加
え
、
北
方
領
土
隣
接
地
域
に
お
け
る
活
力
の
低
下
や
四
島
交
流
事

業
の
進
展
等
、
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
、
条
文
に
北
方
領
土
が
我
が
国
固

有
の
領
土
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
と
と
も
に
、
北
方
領
土
隣
接
地
域
の

振
興
に
係
る
規
定
等
に
つ
い
て
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。委

員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
提
出
者
で
あ
る
衆
議
院
沖
縄
及
び
北
方
問

題
に
関
す
る
特
別
委
員
長
よ
り
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
採
決
の
結

果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と

決
定
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

（
注
）
衆
議
院
に
お
い
て
は
、
委
員
会
の
審
査
は
省
略
さ
れ
た
。

北
方
領
土
問
題
等
の
解
決
の
促
進
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
九
二


